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2024年 2月 26日

東京都多摩環境事務所の情報開示度に関する考察

武蔵村山市伊奈平に所在する比留間運送(株)伊奈平産廃処理工場の操業状況に関する開示請求を令和

2年度と 5年度に行って開示された文書をここに掲載します。以下は令和 2年度開示文書の一部です。
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次に令和5 年度に行った開示請求で開示された文書を以下に掲載します。



3

上記の 2 つの文書を比較して一目瞭然ですが、令和 2年度の開示文書にはいわゆる「墨塗り（白塗り）」の箇

所はありません（赤枠）が、令和 5年度の開示文書は見ての如く、事故の内容、事故の対応策等、再発防止策

（黒枠）が「墨塗り（白塗り）」で、項目名はわかりますが、その内容は完全に「不開示」で「墨塗り（白塗り）」です。

その理由について、別紙にあるように、「法人の公表していない事故情報であり、公にすることで当該法人の競

走上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため」とされているが、①令和 2 年度には同じ

項目が公開されている、②事故に関する情報は、その内容如何によっては、工場内作業者への危害や障害、

健康被害等（労災・職業病）に影響をもたらす恐れがあることと、その影響は近隣居住者への爆発・火災や有

害物質の漏洩や飛散による健康被害にも直結する可能性がおあることから、不開示にすることは認められない

こと、③前項の影響を受ける可能性のある住民等の「知る権利」を阻害していること、④住民等が被る可能性よ

りも、事業者の営業上の情報秘匿の方を優先していること、⑤「競走上または運営上の地位その他社会的な

地位が損なわれる」との理由は極めて抽象的であり、昨今の情報公開に関する判例では、このような抽象的な

理由は認められず、具体的な事業運営に及ぼす損害や競争上の具体的な不利益等の内容を明らかにしなけ

ればならないとの判例があること、などを考えるならば、この不開示については到底認容はされないというべきで

す。
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